
学校法人新潟 成学院 財務情報公開規程 

 

目的  

第 条 こ 規程 ，私立学校法第 条第 項及び学校法人新潟 成学院寄附行為第

条第 項 基 法人 財務情報を閲覧 供し 開示 場合 以 財

務情報 公開 いう 必要 事項を定  

 

公開 書類等  

第 条 財務情報 公開 い 対象 財務関係書類 各号  

     財産目録 

     貸借対照表 

     資金 支計算書 

     活動区分資金 支計算書 

     事業活動支計算書 

     事業報告書 

     監査報告書 

 

公開 請求権者  

第 条 財務情報 公開を請求 者 法人 間 法 権利義務関係を 者

以 利害関係人 いう し 各号 定 者  

     法人 設置 学校 在学 学生 びそ 保護者 

     法人 設置 学校 入学 意思 学費 入金 明確 確認 者 

     法人 雇用関係 あ 者 

     法人 対 債権者 抵当権者 

     そ 他 法人 利害関係人 認 者 

 

公開 方法  

第 条 財務情報 公開 閲覧 方法を原則  

 

公開 申請手続 等  

第 条 財務情報 公開を請求 者 所定 申請書 住所 氏名 そ 他必要 事項を

記入 うえ 法人 受付 会計課 提出し け い し そ 際 本人

を確認 書類 提示を要  

 

閲覧日 通知  

第 条 法人 前条 申請書 基 閲覧を請求 者 閲覧日を通知  

 

 

 

 



禁 行為  

第 条 閲覧 者 当該書類を汚損し 若し 毀損し 定 閲覧場所以

外 持 出し い  

 

 閲覧 者 当該書類を複写 撮影等し い  

 

閲覧 停 禁  

第 条 法人 書類を閲覧し 閲覧し う 者 各号 い 該当

閲覧を停 し 禁 こ  

    前条 規定 違 し  

    担当者 指示 従わ い  

    他人 迷惑を及ぼし そ そ あ 認  

    そ 他 本規程 違 し  

 

閲覧 拒絶  

第 条 私立学校法第 条第 項 基 各号 い 該当 閲

覧を拒絶  

    所定 閲覧時間外 休業日 請求 さ 場合  

    法人を誹謗中傷 こ を目的 不法・不当 目的 あ 場合  

    公開 べ い個人情報 含 場合  

    そ 他 法人 公開 べ い 判断 当 理由 あ 場合  

 

閲覧場所・時間  

第10条 閲覧場所 法人事務局会計課 新潟市西区 野  

 

 閲覧時間 法人 業務を行う日 午前 時 分 午 時 分 間 相当

時間  

 

改廃  

第11条 こ 規程 改廃 ，理事会 議決を経 行う  

 

   附 則 

 こ 規程 ， 成「9 日 施行  

 

 

 

 


